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活気・魅力・人づくりの村

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
書
に
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
が
印
字
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ

や
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト（
ク
レ
ジ
ッ

ト
納
付
）を
利
用
し
て
納
付
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
に
対
応
し
た
全
国

の
金
融
機
関
で
納
付
が
可
能
で
す
。

納
付
に
は
口
座
振
替
の
利
用
も
で
き
ま
す
。

個
人
事
業
税
第
2
期
分
の

納
付
を
お
忘
れ
な
く

個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
の
納
期
限

は
11
月
３０
日（
木
）で
す
。

第
２
期
分
の
納
付
書
は
、
８
月
に
お

送
り
し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い

ま
す
の
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
納
付
書

を
紛
失
さ
れ
た
方
は
管
轄
の
県
税
事
務

所
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
納
付
場
所
お
よ
び
納
税
方
法

○
金
融
機
関
、
県
税
事
務
所
の
窓
口

○
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ

設
置
店　

○Pay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応
し
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
ま
た

は
Ａ
Ｔ
Ｍ

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

○
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
に
よ

る
納
付

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
お
よ
び
Ｍ

Ｍ
Ｋ
設
置
店
に
よ
る
納
付
に
つ
い
て

は
、
納
付
書
の
納
付
金
額
が
３０
万
円

以
下
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

●
そ
の
他

領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、
金
融
機

関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）の
窓
口
、

県
税
事
務
所
の
窓
口
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
付
に
は
便
利
で
安
全
な
口

座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い

る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

西
尾
張
県
税
事
務
所　

課
税
第
一
課

　

県
民
税
・
事
業
税
第
二
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
５
８
６

－

４
５

－

３
１
６
９

　
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

https://w
w
w
.pref.aichi.jp/

soshiki/zeim
u/

税
の
納
付
は
期
限
内
に
！

住
民
の
皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
は
、
む
ら
づ
く
り
や
住
民
の
皆
さ
ま

の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。

多
く
の
方
は
期
限
内
に
納
付
を
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
納
付
い
た
だ
け
て
い
な

い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い

場
合
は
、
本
来
の
税
額
の
ほ
か
に
、
延

滞
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

●
滞
納
の
場
合

　

何
も
連
絡
が
な
く
滞
納
が
続
い
た
場

合
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た

だ
い
た
方
と
の
公
平
を
保
つ
た
め
、

次
の
手
順
に
よ
っ
て
滞
納
処
分
の
手

続
き
を
行
い
、
滞
納
し
て
い
る
税
に

充
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
督
促
状
を
送
付

②
電
話
や
文
書
に
て
納
税
を
催
告
、
税

を
徴
収

③
財
産
調
査
を
実
施
し
、
預
金
・
給
与

不
動
産
な
ど
の
財
産
の
差
し
押
え
を

実
施

④
差
し
押
え
た
不
動
産
等
の
公
売
を
行

い
、
滞
納
し
て
い
る
税
に
充
当

●
納
税
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す

　

病
気
や
仕
事
の
問
題
な
ど
に
よ
っ
て

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
難
し
い
方
は
、

納
税
に
関
す
る
相
談
を
随
時
お
受
け

し
て
い
ま
す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

税税
のの
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

11
月
の
納
税
等

国
民
健
康
保
険
税
／
第
５
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
５
期

介
護
保
険
料
／
第
4
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
4
期

保　
育　
料
／
11
月
分

納　
期　
限
／
11
月
30
日（
木
）

 

詳しくは、国税庁ホームページを 
ご覧ください。 

 

期間中、国税庁ホームページで
様々な情報を提供しています。

 

国税庁ホームページ
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インボイス制度説明会
インボイス制度の概要、売手・買手側の注意点、登録申請の方法等について説明します。

日 時 開 催 場 所 定 員 問 合 せ 先

11月 20日（月）
12月 7日（木）

午前 10時～11時 30分

津島税務署
(別館２階 大会議室)
津島市良王町二丁目 31－１

各回
25名

津島税務署
☎26－2161（代表）
個人課税第一部門（内線 412）
法人課税第一部門（内線 612）

●説明会開催日程等
説明会開催日程等の最新情報は
こちらをご覧ください。

要事前予約
参加無料

 

●インボイス制度特設サイト
インボイス制度について、詳しい

情報等はこちらをご覧ください。  

〇会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前に問合せ先まで申込みをお願いします。
〇代表電話にお問合せいただく際は、自動音声案内にしたがって、「２」を選択してください。
〇駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠慮ください。
〇個人事業者の方は、①スマートフォン、②マイナンバーカードおよび暗証番号、③利用者識別番号および暗
証番号がわかるものをご持参いただければ、その場で e-Tax による登録申請ができます。

令和５年 10月１日から、インボイス制度が開始しました。
事業者の皆さまには、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度に必要な準備を進めてい
ただくため、インボイス制度説明会を開催します。
また、インボイス発行事業者の登録をするかどうか悩んでいる方を対象に登録要否相談会を開催しますの

で、ぜひご参加ください。

●インボイス制度説明会等にご参加いただく方へ

インボイス制度説明会（消費税の仕組みから知りたい方向け）
インボイス制度説明会の内容に加えて、消費税の基本的な仕組み等について説明します。

日 時 開 催 場 所 定 員 問 合 せ 先

11月 20日（月）
12月 7日（木）
午後２時～3時 30分

津島税務署
(別館２階 大会議室)
津島市良王町二丁目 31－１

各回
25名

津島税務署
☎26－2161（代表）
個人課税第一部門（内線 412）
法人課税第一部門（内線 612）

登録要否相談会
インボイス発行事業者の登録をするかどうか悩んでいる方向けに、登録の考え方や事業の状況に応じて必要な

情報等を個別にご案内します。
※相談時間は約 30分です。開始時間は、ご予約の際にご案内します。

日 時 開 催 場 所 問 合 せ 先

11月 13日（月）
12月 4日（月）
午前９時～午後４時

津島税務署
津島市良王町二丁目 31－１

津島税務署
☎26－2161（代表）
個人課税第一部門（内線 412）
法人課税第一部門（内線 612）

 

 

� ●問合せ先　津島税務署　☎２６−２１６１


